
堺市総合福祉会館における施設予約システムの運用及び利用に関する要綱 

 

制  定：令和５年３月２３日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、施設予約システム（以下「システム」という。）を用いた堺市総合福祉会館管理

運営規程第４条に定める施設（以下「施設」という。）の仮予約及び本予約その他の手続等について

必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）利用者 施設を利用しようとする者のうち、システムに利用者登録をしている者。 

（２）仮予約 利用者がシステムを用いて施設の使用の申請を行うことをいう。 

（３）本予約 会長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。 

（４）一般団体 第５号及び第６号のいずれにも該当しない団体をいう。 

（５）登録団体 堺市総合福祉会館管理運営施行細則（以下「細則」という。）第６条に規定される団 

体並びに会長が特に必要と認めた者をいう。 

（６）減免団体 細則第１１条別表第４に規定される団体並びに会長が特に必要あると認める者をい 

う。 

（システムが提供するサービス等） 

第３条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。 

（１）対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等の案内 

（２）対象施設の仮予約及び変更 

（３）対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況、抽選状況等の確認 

（４）前３号に掲げるもののほか、会長が適当と認めるサービス 

２ 前項に規定するサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により

行うものとする。 

３ 社会福祉施設への第１項第２号に規定するサービスの提供は、登録団体に限るものとする。 

（登録団体及び減免団体としての利用者登録の申込み） 

第４条 利用者のうち、登録団体あるいは減免団体としてシステムを利用しようとする者は、当該施

設に来館し、申し出なければならない。 

（利用者登録の抹消） 

第５条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第４条に規定される登録団体あるいは減免

団体としての利用者登録を抹消するものとする。 

（１）利用者登録の抹消の申し出があったとき。 

（２）偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。 

（３）細則及びこの要綱の規定に違反したとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、会長がシステムの管理上必要があると認めるとき。 

（仮予約） 

第６条 利用者が、システムから仮予約を行う場合は、細則第４条第１項に規定される堺市総合福祉



会館使用申込書（規程様式第１号）又は、堺市総合福祉会館社会福祉施設使用申込書（規程様式第１

－ア号）の提出を省略することができる。 

（仮予約の受付期間） 

第７条 システムによる仮予約の受付開始日は、第９条第３号に規定される抽選日の翌日から、当該 

対象施設を使用しようとする日の前日までの期間とする。 

（仮予約の変更及び取下げ） 

第８条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことがで

きる。 

２ 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、前条に規定する期

間に準ずる。 

（抽選） 

第９条 システムから仮予約の抽選に申込むことができるのは利用者に限るものとする。 

２ システムによる抽選への申込期間は、抽選日の前の月の１５日から月末までの期間とする。 

３ 抽選日は、細則第４条第４項別表第２に定める申込受理開始日の初日とする。 

４ 会長は、抽選に当選したものに対し、システムを用いて、その旨を知らせるものとする。 

５ 前項の規定による当選通知を受けた利用者については、当該当選通知を受けた日に仮予約を行っ 

たものとみなして、この要綱の規定を適用する。 

（使用料の支払い等） 

第１０条 仮予約を行った利用者は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して７日以内に、堺市総

合福祉会館に来館して、その使用料を払わなければならない。 

２ 前項の規定に規定する期間内に使用料の支払いが行われないときは、仮予約が取り下げられたも

のとみなす。 

（使用許可書の交付等） 

第１１条 会長は、本予約をしたときは、細則第４条第２項の規定により、堺市総合福祉会館使用許可

書（細則様式第２号）を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。 

（本予約の変更、取下げ等） 

第１２条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。 

２ 会長は、本予約の変更を承認したときは、当該変更後の使用許可書を電子データによりシステム

を用いて利用者に交付するものとする。 

（仮予約及び本予約に係る利用者の確認） 

第１３条 会長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システム

の利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。 

（委任） 

第１４条 この要綱の施行について必要な事項は、事務局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年３月２３日から施行する。 


